
　加東市新型コロナワクチン情報
　ワクチン接種期間は3月31日までです！

《初回接種》
　新型コロナワクチン接種を受けたことがない
　生後6か月以上の方
◎予約方法　コールセンターに電話
◎接種回数　生後6か月～4歳：3回  5歳以上：2回

《令和5年秋開始接種》
　初回接種が完了しており、前回の接種から3か
　月以上経過しているすべての方
◎予約方法　Web予約またはコールセンターに電話
◎接種回数　1回
☆接種を受けるには接種券が必要です。接種券
　の申請方法やWeb予約の方法等については、
　市ホームページをご覧いただくか、コールセ
　ンターにお問い合わせください。
問加東市新型コロナワクチンコールセンター
　☎0570-050-099(ナビダイヤル)
　※利用できない場合は、☎43-0077
　9時～17時(土・日曜日、祝日を除く)

□本人確認書類(下記のA1点またはB2点)
　A顔写真付　例運転免許証、在留カード
　B顔写真無　例健康保険証、年金手帳
□「マイナンバー通知カード」または「個人番号通知書」
□「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発
　行申請書」または「QRコード付き交付申請書」
※住民基本台帳カードをお持ちの方は、持参し
　てください。
※書類がそろわない場合は、市民課にご相談く
　ださい。

□滝野公民館　1月10日㈬　9時～16時
□東条福祉センター「とどろき荘」
　　　　　　　　　　1月9日㈫　9時～16時
◎予約受付　8時30分～17時15分　☎43-0390
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く

□日時　1月18日㈭　17時30分～19時
□場所　加東市役所1階　市民課
◎予約受付　8時30分～17時15分　☎43-0390
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く

　  市職員が出向いて申請を受付け！ ※1月末まで
　市職員が、ご自宅や公民館等に出向き、顔写真
の撮影や、申請書類記入をサポートし、マイナン
バーカードの申請を受け付けます。
　下記全てを満たす方
　□加東市に住民登録があること
　□加東市内で対応できること
　市民課(☎43-0390)に希望日
　(土・日曜日、祝日を除く)を電
　話で連絡

令和5年10月以降、初めてマイナンバーカード
を作る人にQuoカード1,000円分を
プレゼント！
　 2月20日㈭　※先着200人限定　  休日の申請・受取窓口  ※要予約

◎開設日時　①1月13日㈯　8時30分～12時
　　　　　　　予約締切  1月12日㈮　15時まで
　　　　　　②1月28日㈰　8時30分～12時
　　　　　　　予約締切  1月26日㈮　15時まで
◎開設場所　加東市役所1階　市民課
◎予約受付　8時30分～17時15分　☎43-0390
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く
　※予約状況によってご希望の日時で受付でき
　　ない場合があります。

マイナンバーカードの申請・受取ができる！

　　　　　窓口やってます！

　証明書コンビニ交付システム休止日のお知らせ

　高齢者の肺炎球菌予防接種の費用助成は
　3月31日まで！ご希望の方はお早めに

　接種対象の方には、令和5年4月に案内通知　
　(黄緑色)をお送りしています。
　※対象者の詳細は、右記二次元コー
　　ドをご覧ください。
　※案内通知は接種時に医療機関へ持参する必
　　要があります。案内通知がお手元にない方
　　は、健康課にご連絡ください。
◎助成費用　接種1回分(全額)
◎協力医療機関　上記二次元コードをご覧ください。
※新型コロナワクチンの接種日から前後2週間
　以内は、接種を受けることができません。
問健康福祉部健康課(庁舎2階)　☎43-0435

　末期がん患者の在宅サービス利用料 一部助成
　若年者在宅ターミナルケア支援事業

　下記①～④をすべて満たす方
　①サービス利用日に加東市に住民登録があること
　②20歳以上40歳未満
　③末期がんであると医師が判断したこと
　④治癒を目的とした治療を行わないこと
　※障害福祉サービス等の利用状況により、対
　　象にならない場合があります。
　市指定の申請書と必要書類を健康課に提出
　※詳しくは、健康課にお問い合わせください。
　サービス利用日の属する年度内(3月31日まで)
問健康福祉部健康課(庁舎2階)　☎42-2800

　がん患者アピアランスサポート事業

　がん治療による外見の変化により社会参加へ
の不安を持つ方に、医療用ウィッグや乳房補正
具の購入費用の一部を助成します。
　下記①～⑤をすべて満たす方
　①申請時に加東市に住民登録があること
　②がんと診断され治療を受けた又は受けている
　③助成対象補正具を購入したこと
　④過去に兵庫県内市町から対象補正具と同種
　　の補助を受けてないこと
　⑤前年の所得額が400万円未満(※配偶者との
　　合計所得額)
　市指定の申請書と必要書類を健康課に提出
　※詳しくは、健康課にお問い合わせください。
　□4月～12月に購入した方
　　➡購入日の属する年度内(3月31日まで)
　□1月～3月に購入した方
　　➡購入日の翌日から90日以内
問健康福祉部健康課(庁舎2階)　☎42-2800

　メンテナンス作業のため、下記の日程でシス
テムを終日休止します。
◎休止日　1月17日㈬

　また、1月3日㈬までの年始期間も終日休止と
なりますのでご注意ください。
問市民協働部市民課(庁舎1階)　☎43-0390　
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